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国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替

で
前
納
す
る
と
、
保
険
料
が
割
引

に
な
り
ま
す
。

　
平
成
23
年
度
分
１
年
前
納
（
４

月
か
ら
９
月
分
の
６
か
月
前
納
も

含
む
）
の
締
切
日
は
２
月
28
日
ま

で
で
す
。

　
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
日
本
年
金
機
構
白
河
年
金
事

務
所
（
郭
内
）
に
持
参
ま
た
は
郵

送
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
金

融
機
関
の
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　
申
込
用
紙
は
、
金
融
機
関
・
市

役
所
・
年
金
事
務
所
の
窓
口
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
４
／
日
本
年
金
機
構
白
河
年
金

事
務
所
㉗
４
１
６
４

　
第
16
回
中
山
義
秀
文
学
賞
は
、

上う
え
だ田
秀ひ

で
と人
さ
ん
の｢

孤
闘
立
花
宗

2

　

茂｣

に
決
ま
り
ま
し
た
。
贈
呈
式

お
よ
び
受
賞
者
に
よ
る
記
念
講
演

会
、
受
賞
祝
賀
交
流
会
が
２
月
19

日
に
行
わ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

《
贈
呈
式
・
記
念
講
演
会
》

⃝
時
間
　
午
後
２
時
か
ら

⃝
会
場
　
文
化
セ
ン
タ
ー
（
中
田
）

⃝
入
場
料
　
無
料

《
受
賞
祝
賀
交
流
会
》

⃝
時
間
　
午
後
５
時
か
ら

⃝
会
場
　
ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ト
白

河
（
新
白
河
駅
前
）

⃝
参
加
料
　
３
、
０
０
０
円

⃝
定
員
　
１
０
０
人

⃝
申
込
期
限
　
２
月
５
日
㈯
ま
で

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

中
山
義
秀
顕
彰
会
事
務
局
☎
㊻
３

６
１
４

　
⃝
日
時
　
２
月
16
日
㈬
／
午
後
２

時
～
３
時

⃝
会
場
　
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー

（
北
中
川
原
）

⃝
内
容
　
医
師
講
話
「
大
腸
が
ん
」

の
予
防
と
治
療
に
つ
い
て

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

問
本
庁
舎
健
康
増
進
課
☎
㉗
２
１

１
２

案
内

中
山
義
秀
文
学
賞
贈

呈
式
・
記
念
講
演
会

国
民
年
金
の
口
座
振
替
で
の

前
納
申
し
込
み
は
お
早
め
に

健
康
講
座

税の申告のご準備を！！
   今年も各地域の４会場で税の申告を行います。
◇期　間　２月10日㈭～３月15日㈫
　　　　　（土・日・祝日を除く）
◇時　間　午前の部　９時～11時30分
　　　　　午後の部 　１時～４時30分
◇会　場　白河地域＝本庁舎５階正庁
　　　　　表郷地域＝表郷庁舎２階大会議室
　　　　　大信地域＝大信農村環境改善センター（大信
　　　　　　　　　　庁舎裏側）
　　　　　東 地 域＝東農業技術センター２階（東庁舎  
                              隣り）
■申告のご案内
　　１月１日現在において、本市に住民登録がある方で
　申告が必要と思われる方には、申告案内通知を送付
　します（１月下旬に送付予定）。
　　なお、相談日を指定していますので、ご協力をお願
　いします。
■ご準備ください（平成22年１月～12月分）
　⃝事業・農業の申告をされる方は、昨年中の収入・経
　　費を帳簿などに取りまとめてください。
　⃝医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書を取
　　りまとめ、計算してください。また生命保険や高額
　　医療費などで補てんされた金額をご確認ください。
　⃝生命保険・地震保険などの控除証明書、健康保険
　　（国民健康保険税や任意継続保険料など）・年金保険
　　料などの領収書または証明書をご準備ください。
■住宅借入金等特別控除の申告が必要なくなりました
　　平成11年から平成18年および平成21年・平成22
　年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方
　で、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、

　翌年度の市県民税（所得割額）から控除することがで
　きます。昨年の申告より「住宅借入金等特別控除申告
　書」の提出が必要なくなりました。
　　ただし、住宅借入金等特別控除分の年末調整を行っ
　ていない方や平成11年から平成18年までに入居され
　た方で山林所得や退職所得等がある方については、申
　告の提出が必要になる場合があります。
　問本庁舎課税課　内2127・2128
　　各庁舎総務課　表郷☎㉜2112　大信☎㊻2113　
　　東☎㉞2112
■国民年金保険料の納付証明書
　　申告の際に国民年金保険料の納付額を社会保険料控
　除として受けることができます。受ける際には、必ず
　領収書など証明できるものをご持参ください。
　　なお、領収書などを紛失し、納付額が分からない方
　は、日本年金機構白河年金事務所（郭内）で納付額の
　証明を受けることができますので、ご確認ください。
　問日本年金機構白河年金事務所　国民年金課☎㉗41
　　61（自動音声応答案内の指示に従ってください）
■公的年金を受給されている方へ源泉徴収票が交付され
　ます
　　年金を受給されている方（障害・遺族年金を除く）
　には、日本年金機構から１月末までに源泉徴収票が送
　付されます。
　　これは、申告の際に必要となりますので、送付され
　ない場合には、日本年金機構白河年金事務所にお問い
　合わせください。
　問日本年金機構白河年金事務所　お客様相談室☎㉗4
　　161（自動音声応答案内の指示に従ってください）


